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広
報
と
め
12
月
１
日
号
に
誤
り
が
あ
り
ま

し
た
。
お
わ
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

▼
34
ペ
ー
ジ「
こ
ど
も
夜
間
安
心
コ
ー
ル
」

電
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番
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（
正
）
０
２
２
（
２
１
２
）
９
３
９
０

　市では、平成 25 年度中、登米農業振興地域整備計画
全体の見直しを行います。
　この計画は、「農業振興地域の整備に関する法律」に
基づいて農業の健全な発展、農地の合理的な利用に役
立てるための基本計画です。農地を宅地などに利用しよ
うとする場合、その土地が「農振農用地」に指定されて
いる場合には、農振農用地からの除外（農振除外）の申
し出が必要です。
　現在、年４回（６月、９月、12月、３月末締切）受け
付けを行っていますが、見直し期間中は、計画策定に伴
う関係機関との調整や意見聴取のため、農振農用地から
の除外申出や用途区分（農業用施設用地・採草放牧地な
ど）の変更申出はできません。見直し前の農振除外等に
ついては平成 25 年３月末までの申出が必要となります。
見直し後の受付再開は、平成 26 年４月を予定しています。
詳しくは下記にお問い合わせください。
【申請先・問い合わせ】産業経済部農林政策課（農政企
画係）☎０２２０（３４）２７１６
または各総合支所市民課（地域係）

　歯の健康づくりに、歯科医師が相
談をお受けします。
【日時】平成 25年１月７日（月）
午前９時～11時 30 分
【場所】市役所南方庁舎１階（相談室）
※相談は無料で予約が必要です。
※妊娠中の方は母子手帳を持参してください。
【問い合わせ】市民生活部健康推進課
（地域保健係）☎０２２０ (58) 2166
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。
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４
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①
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登
載
申
請
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行
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じ
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配
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。
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▼
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員
会
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◉
　12 月 29 日（土）～１月３日（木）
◎諸証明の発行はできません。
◎転入・転出などの異動届はできません。
◎出生届、死亡届などの届け出は、年末
　年始期間中でも日直が受け付けます。
◎婚姻届や養子縁組届など、届け出に
　より効力が発生するものは 12 月 28 日
　（金）までの平日にあらかじめ窓口に
　ご相談ください。

各総合支所市民課
◉
　12 月 29 日（土）～１月３日（木）

各市立病院・診療所
◉
　12 月 28 日（金）、１月１日（祝）、２
　日（水）、３日（木）
※ 12 月 28 日と１月３日は友引のため休み

◎火葬の申し込みは、死亡届の際に確認
　してください。

登米市斎場　☎ 0220（22）
4040

◉
　12 月 29 日（土）～１月３日（木）
◎上記期間中は、ごみ集積所へごみを出
　さないようにしてください。

環境事業所クリーンセンター
　☎ 0225（76）0102
◉
　12 月 30 日（日）～１月３日（木）

環境事業所衛生センター
　☎ 0220（58）2254
◉
　１月１日（祝）

企画部市民活動支援課
　☎ 0220（22）2173
◉
　12 月 29 日（土）～１月３日（木）

▶企画部市民活動支援課
　☎ 0220（22）2173 ▶各総合支所市民課
　▶市立豊里病院☎ 0225（76）2023
◉
　12 月 29 日（土）～１月４日（金）

市民プール　☎ 0220（22）
5492

◉
　▶迫図書館、中田図書室
　12 月 28 日（金）～１月４日（金）
　▶登米図書館
　12 月 27 日（木）～１月４日（金）

▶迫図書館☎ 0220（22）
9820 ▶登米図書館☎ 0220（52）2316
▶中田図書室☎ 0220（34）8081

◉ 　
　12 月 29 日（土）～１月３日（木）
※ 12 月 15 日（土）～ 28 日（金）は燻蒸作業の
ため臨時休館となっています。

歴史博物館　☎ 0220（21）
5411
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療
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よ
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町
）午

後
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３
時

１
０
０
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（
お
茶
代
）

１
月
15
日
（
火
）、
２

月
12
日
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火
）、
３
月
11
日
（
月
）

登
米
市
民
病
院
（
南
館
４
階
が

　

ん
相
談
支
援
室
）

午
前
10
時
〜
午
後
２
時

無
料

１
月
16
日
（
水
）、
２

月
20
日
（
水
）、
３
月
21
日
（
木
）

登
米
市
民
病
院

地
域
医
療
連
携
室

☎
０
２
２
０
（
22
）
５
５
１
１

※（　　）内には申し出があった保護者の名前を掲載しています。

ん
（米山町江浪・得二さん）

ん
（米山町今泉・俊彦さん）

ん
（米山町新町・栄次さん）

ちゃん
（米山町追土地・朋典さん）

ちゃん
（南方町砥落・友法さん）

くん
（南方町須崎・康太さん）

くん
（南方町北本郷・誠さん）

ん
（南方町山成・健さん）

　１１０番は警察へ連絡する緊急手段です。
いたずら電話は絶対にやめましょう。急を
要さない要望や各種相談などは警察相談専用
電話（♯９１１０）を利用しましょう。

【問い合わせ】
佐沼警察署　☎０２２０（22）２１２１
登米警察署　☎０２２０（52）２１２１
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。
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を
引
い
た
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よ
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３
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２
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い
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２
２
９
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▼
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台
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☎
０
２
２
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２
７
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３
４
６
０

▼
画
像
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と
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台
市
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☎
０
２
２
（
２
１
８
）
３
１
４
７
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☎
０
２
２
０
（
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２
１
１
６


